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建設業の働き方改革等の実現に向けた協力依頼を実施しました 

 

～群馬労働局と関東地方整備局が合同で、建設工事の発注者に向けて協力依頼～ 

 

群馬労働局（局長 上野康博）は、今般、関東地方整備局と合同で、県内の建設工事

の発注者（公共工事発注者及び主要民間団体）に対し、建設業の働き方改革等の実現に

向けた取組の実施について、協力依頼を行いました。（資料１、資料２参照。） 

群馬労働局では、資料３を用いて、あらゆる機会に周知を行ってまいります。 

  

【協力依頼のポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
【別添】 

資料１ 公共工事発注者あて協力依頼文書 ・・・・・・・・２ページ 

資料２ 主要民間団体あて協力依頼文書 ・・・・・・・・・16ページ 

資料３  リーフレット「建設工事の発注者向け協力依頼」・・ 31ページ 

■背景・目的 

 令和６年４月から時間外労働の上限規制が適用され、同年の通常国会において第三次担い手３法が成  

立したところ、建設業の労働時間は全産業に比べると高水準であり、また、将来の担い手確保も懸念。 

適正な工期設定や建設業で働く方の処遇改善には、発注者の皆様のご理解・ご協力が不可欠。 
 

■協力依頼事項 

① 長時間労働の改善 

    「工期に関する基準」に基づき、週休２日を確保し、受注者及び関係請負人が上限規制を遵守でき 

るような適正な工期の設定。 

  

② 賃上げ 

   令和８年３月１日から群馬県最低賃金は 1,063円に改定されるが、建設業の将来の担い手確保 

には、建設労働者の処遇改善に向けた更なる賃上げが必要。建設業法の改正趣旨を踏まえ、適正 

な請負代金の設定及び受発注者間における適正な価格転嫁を促進。 
 

③ 労働災害防止 

   労働安全衛生法や「工期に関する基準」を踏まえ、安全衛生経費として必要な金額を請負代金 

に設定・適切な支払い。 

群馬労働局 発表 

令和７年 11月 28日 
【照会先】 

群馬労働局労働基準部監督課 

   監督課長   大石奈津生 

   監察監督官  相澤 敏和 

 （電話）０２７－８９６－４７３５ 
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群労発基 1128 第１号 

国関整建一産第５５８９号 

令和７年 11 月 28 日 

 

 

公共発注者の長 殿 

 

 

群 馬 労 働 局 長 

関 東 地 方 整 備 局 長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について（協力依頼） 

 

日頃より、労働行政及び建設業行政の運営について、格別の御理解と御協力を

賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、令和６年４月から、建設業にも時間外労働の上限規制（以下「上限規制」

という。）の適用が開始されました。さらに、建設業がインフラ整備の担い手・

地域の守り手としての役割を果たし続けられるよう、担い手確保・生産性向上・

地域における対応力強化を目的に、令和６年の通常国会において、いわゆる第三

次担い手３法が成立したところです。 

これまでの働き方改革の取組によって、建設業の労働時間は減少しています

が、なお高水準であり全産業に比べると未だ長い状況です。また、建設業では就

業者の高齢化も進み、将来の担い手確保も懸念されており、働き方改革の推進や

処遇の改善が必要不可欠です。 

こうした実態を踏まえ、群馬労働局と関東地方整備局では、適正な工期設定な

ど、建設業で働く方の労働環境の改善に向けた取組への御協力を呼びかけてお

り、今後も別添の各種リーフレット及び啓発動画「はたらきかたススメ ver２

（建設業編）」（別紙１）により周知広報を行ってまいります。 

つきましては、貴職におかれましても、適正な工期の確保、建設業で働く方の

処遇改善に向けて、下記の点につき、引き続き御理解と御協力をいただきますよ

うお願いいたします。 

 併せて、地方公社等の関係機関に対しても、リーフレット及び啓発動画を周知

いただき、下記の点について御理解と御協力を得られるよう、お力添えをお願い

いたします。 
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aizawats
フリーテキスト
資料１



 

記 

 

１ 建設労働者の長時間労働の改善について 

建設労働者の長時間労働改善に向け、令和６年３月 27 日に改定された「工

期に関する基準」に基づき、週休２日を確保し、受注者及び関係請負人が上

限規制を遵守できる工期の設定に御協力をお願いいたします。また、週休２

日工事及び交代制工事の導入とその対象工事拡大に取り組むようお願いい

たします。 

さらに、「工期に関する基準」においては、工期を設定する段階において、

猛暑・大雪等の自然条件や休日・法定外労働時間などの工期全般にわたって

考慮すべき事項や、技能者や重機のオペレーターの現場への移動時間も労働

時間に該当し得ることなど、工程別・分野別に考慮すべき事項が明記されて

おります。これらの基準は変更契約においても考慮する必要があります。 

（別紙２－１） 

つきましては、受発注者間において関係法令及び「工期に関する基準」を

踏まえた協議のもとで、適正な工期設定を行うようお願いいたします。 

 

２ 建設労働者の賃上げについて 

群馬県では、令和８年３月１日から地域別最低賃金が 1,063 円に改定され

ますが（別紙１）、建設業の将来の担い手確保には、長時間労働の改善とと

もに、建設労働者、特に技能労働者の処遇改善に向けた更なる賃上げが必要

です。また、受発注者間での適正な価格転嫁が進むことで、建設事業者間（元

請下請間）での価格転嫁につながり、それが建設労働者の賃上げの原資とな

ることから、受発注者間で価格転嫁を進めていくことが必要です。 

今般の建設業法改正により、適正に価格転嫁が行われるよう、資材高騰に

伴う請負代金等の「変更方法」が契約書の法定記載事項とされ、受注者は契

約前に、資材高騰につながるような「おそれ情報」を可能な範囲で事前に通

知することが義務化され、その通知を受けた発注者は、資材高騰が顕在化し

た場合、協議に応じることが義務化されました。また、事前通知がされなか

った場合であっても、受注者は契約上の変更方法に基づき、協議の申出を行

うことが可能となります（別紙２－２）。 

つきましては、今般の法改正を踏まえ、適正な請負代金の設定及び受発注

者間における適正な価格転嫁に努めていただきますようお願いいたします。 

 

３ 建設労働者の労働災害防止について 

昨年度の当局管内における労働災害による死亡者数は、建設業が最も多い

業種の１つであったため、引き続き労働災害の防止の徹底が求められていま
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す。 

 労働安全衛生法第３条第３項の規定では、仕事を他人に請け負わせる者は、

施工方法、工期等（請負金の費目等を含む）について、安全で衛生的な作業

の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない

こととされています。また、「工期に関する基準」においても、建設工事に

当たっては、労働安全衛生法等を遵守し、労働者の安全を確保するための十

分な工期を設定することで施工の安全性を確保することが必要であり、受発

注者間における契約の締結に当たっては、安全及び健康の確保に必要な期間

や経費が適切に確保されることが必要であるとされています。 

そのため、請負代金に安全衛生経費として必要な金額を設定し、また、工

期に、労働安全衛生法等で定める基準等を遵守した安全衛生設備等の準備に

必要な期間や、猛暑 ・大雪等の自然条件における不稼働を考慮した期間を確

保するなど、御配慮をお願いいたします。 

なお、安全衛生経費については、各専門工事業団体に対して、令和５年８

月に「安全衛生対策項目の確認表」の作成、令和６年３月に安全衛生経費を

内訳として明示するための「標準見積書」の作成を依頼しているところです。 

これらを踏まえ、安全衛生経費の適切な支払いに取り組んでいただくよう

お願いいたします。（別紙２－３、２－４） 

 

-4-



別紙１ 

 

 

              

 https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/construction_company.html 

 

 

 

 

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.htm l 

 

 

 

 

 

 

     

    https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/ 

１ ポータルサイト「はたらきかたススメ」 

２  最 低 賃 金 の 改 定 に つ い て 

参考 NEXT WORK STYLE 働き方改革 

動画「はたらきかたススメ「建設業編」 
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「 工 期 に 関 す る 基 準 」 を 踏 ま え た
適 正 な 工 期 設 定 が 必 要 で す

1

労働基準法や建設業法などの法令遵守の徹底をお願いします

適 正 な 工 期 設 定 は な ぜ 必 要 ？

建設工事を発注する皆様へ

解説動画の掲載先ＱＲコード

「 工 期 に 関 す る 基 準 」 を 解 説 し た ガ イ ド ブ ッ ク

※ 関東地方整備局のHPに掲載されています。

ガイドブックでは
「工期に関する基準」等を
受注者や発注者の皆様へ

わかりやすく解説しています。

国 ⺠ ⽣ 活 の 基 盤 と な る イ ン フ ラ 整 備 や 災 害 発 ⽣ 時 に は 復 旧 ・ 復 興 を 担 う
建 設 業 界 が 、 「 地 域 の 守 り 手 」 と し て 将 来 に わ た っ て 国 ⺠ の 皆 様 の 安
心 ・ 安 全 を 守 り 続 け ら れ る 持 続 可 能 な 産 業 と な る た め 必 要 な 取 組 で す

建 設 業 で 働 く 方 々 の 健 康 や 安 全 の 確 保 と 処 遇 改 善１

建 設 業 界 の 働 き 方 改 革 と 新 た な 担 い 手 を 確 保

持 続 的 な イ ン フ ラ 整 備 や 災 害 対 応 の 環 境 整 備 が 実 現

２

適正工期確保ガイドブック

国土交通省関東地方整備局 茨城県、栃木県、群馬県、
埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⼭梨県、⻑野県 建設業許可部局

関東地方整備局管内
建設業許可部局

R7.6

工期に関する基準とは
適正な工期を設定するため、建設工事の発注者と受注者の

それぞれの責務や考慮すべき事項を定めたものです。
考慮すべき事項の例

降雨・降雪日や台風、猛暑日などの自然要因、週休２日の
確保など休日や労働時間など工期に影響を与える要素 等

別紙２−１
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工事契約の締結の際は
「工期に関する基準」の内容確認を！

2

第１項 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著
しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

第２項 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して
著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。（※）

建設業法 第十九条の五（著しく短い工期の禁止）

契約当事者の双方が著しく短い工期とならないよう、見積段階から工期に関する
基準を踏まえた工期設定となっているか、チェックリストで確認しましょう！

※ 第２項は、2024年6月の建設業法改正により追加。（2025年12月までに施行予定）

特に“時間外労働規制の遵守や週休２日の確保” や“猛暑日などの不稼働日”は
建設業で働く方々の健康や⽣命を守るためにも考慮した工期設定が必要です

R7.６

★ このチェックリストは「適正工期確保ガイドブック」に掲載されています。

参考：猛暑日について
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4.00 
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2020 2021 2022 2023 2024

猛
暑
日
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（
平
均
）

猛暑日日数

過去5年間における群馬県（前橋地点）の猛暑日（WBGT31以上）の推移

出展：一般財団法人建設物価調査会「工期設定のための猛暑日日数確認サイト」
を元に関東地方整備局にて作成

※WBGTとは
熱中症を予防することを目的とした指標

出展：環境省ホームページ「熱中症予防情報サイト」
を元に関東地方整備局が要約抜粋

日常生活における熱中症予防指針（日本生
気象学会）では、WBGT31以上は「危険」と
されて、外出はなるべく避け、涼しい室内に
移動するという注意事項となっています。

また、スポーツ活動中の熱中症予防ガイド
ブック（公益財団法人日本スポーツ協会）で
は、WBGT31以上は特別の場合以外は運動を
中止するとされています。
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建設工事の取引当事者の皆様へ

建設工事の契約前後の
ルールが変わります︕

契約書に「契約の変更⽅法」に関する条項を明記する必要
があります。

契約の変更⽅法を明確化

R6.12 1裏⾯へ

【３つの新ルール】

資材⾼騰や労務の供給不⾜等の影響で、
価格や工期の変更が必要になるかも･･･

契約書の作成は「建設工事標準請負契約約款」を
活⽤しましょう︕

建設業法の改正に伴い

（建設業法 第19条）

新ルール
①

国⼟交通省ＨＰ

契約 前

契約書（例）
第○条 請負代⾦の変更⽅法
・ 材料価格に著しい変動を⽣じたときは、

受注者は、請負代⾦額の変更を請求できる。
・ 変更額は、協議して定める。

協議に当たっては、工事に係る価格等の
変更の内容その他の事情を考慮する。

変更条項の削除は
法律違反︕
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建設工事の取引当事者の皆様へ

“おそれ情報”の通知義務

誠実な協議に努める義務

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を
踏まえた協議を⾏いましょう︕ 公正取引委員会ＨＰ

R6.12 2

受注者は資材高騰等に伴う価格や⼯期の変更などのリスクに
関する“おそれ情報”を注文者へ通知する必要があります。

資材高騰等が顕在化した際、受注者は変更協議の申し出ができ、
注文者は誠実に協議に応じる努⼒義務(※)があります。※ 公共発注者は義務

契約

（建設業法 第20条の2第3項及び第4項）

（建設業法 第20条の2第2項）

新ルール
②

新ルール
③

運⽤の詳細は、建設業法令遵守ガイドライン
を参照ください 国⼟交通省ＨＰ

おそれ情報の客観的な裏付け資料おそれ情報の客観的な裏付け資料

誠実協議の努⼒義務に反する⾏為誠実協議の努⼒義務に反する⾏為

・メディア記事や資材業者の記者発表
・公的主体や業界団体などの統計資料 など

・協議の開始を正当な理由なく拒絶する
・主張を⼀⽅的に否定した協議打ち切り など

契約

おそれ情報の事前通知をしなかった事象が契約締結後に⽣じた場合は︖

注文者は通知していた場合に準じて、誠実に対応する必要があります。

前

後

みんなで目指そう︕新たな商習慣の定着︕-9-



 

 

 

 

 

 
 

 

●建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、墜落災害をはじめ

として、2023年には年間223件の死亡災害が発生しております。また、一人親方等の死亡

災害は年間８０件となっています※。 

※ 出典：厚生労働省「令和５年労働災害発生状況」「令和５年建設業の一人親方等の死亡災害発生状況」 
 

●労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要

する経費は元請負人及び下請負人が負担しなければならない安全管理に必要な費用です。 

建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるもので、建設工事

請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要です。 
   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

安全な建設工事のために 

適切な安全衛生経費の確保が必要です 
 

建設業における死亡災害は、全産業の

約３割を占めています 

安全衛生経費は必要経費です。受け取

れない場合は法律に違反するおそれが

あります。 

業種別死亡災害発生状況 

注文者に対する「安全衛生経費を内訳明示した見積書」の提出状況 

出典：国土交通省「社会保険

の加入及び賃金の状況等に

関する調査」（2024年） 

出典：厚生労働省「令和５年労

働災害発生状況」（2024年） 

23.7%

18.6%

46.8%

48.6%

29.1%

31.5%

0.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共工事

民間工事

提出した 提出しなかった わからない その他

提出した企業のうち、公共工事では82.1%、民間工事では

78.0%の企業が、見積り額の100％以上の安全衛生経費を

実際に受け取ることが出来ています。 

建設業 223人

29.5%

製造業 138人

18.3%
陸上貨物運送事業

110人 14.6%

第三次産業

209人

27.7%

その他 75人

9.9%

全産業

755人

 
一人親方等を含める

と年間300人以上が 

亡くなっています。 
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労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ 

建設工事請負契約を締結する際は、次のような流れで、労働災害防止対策の実施者とその経費の負担者

を明確化する必要があります。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の場合、建設業法に違反するおそれがあります 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化

し、下請負人が自ら実施する労働災害防止対策を把握でき、かつ、その経費を適正に見積もることができ

るようにしなければなりません。 

 

（１）元請負人による見積条件の提示 

 

下請負人は、元請負人から提示された見積条件をもとに、自らが負担することとなる労働災害防止対

策に要する経費を適正に見積った上、元請負人に提出する見積書に明示する必要があります。 

（２）下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示 

 

元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働災害

防止対策に要する経費」が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第18条を踏まえ、対等な立場で契

約交渉をしなければなりません。 

（３）契約交渉 

元請負人と下請負人は、契約締結の書面化に際して、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の

実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに、下請負人が負担しなければならない労働災

害防止対策に要する経費は、施工上必要な経費と切り離し難いものを除き、契約書面の内訳書などに明

示することが必要です。 

（４）契約書面における明確化 

元請負人が、あらかじめ契約書面において、下請負人の負

担であることを明示していないにもかかわらず、一方的に提供・

貸与した保護具などの労働災害防止対策の費用を下請代金の支

払時に差し引く行為 

 

建設業法第19条に違反 

元請負人が、労働災害防止対策に要する費用を差し引くな

どにより、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金

額となる場合 

当該元請下請間の取引依存度等によっ

ては、建設業法第19条の３の不当に低

い請負代金の禁止に違反するおそれ 

CASE01 

CASE02 

 

元請負人が、下請負人(一人親方含む)と請負契約を締結す

る際、口頭のみで契約した場合や、法定の必要記載事項を満たさ

ない契約書面を交付した場合 

CASE03  

建設業法第19条第１項に違反 
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安全衛生対策項目の確認表と標準見積書のご紹介 
 

元下間における適切な安全衛生経費の確保を図るため、国土交通省と業界団体が連携して各種ツール

を作成しています。 
 

安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型） 

労働安全衛生法等に基づき、建設工事に必要な「安全衛生対策項目」をまとめた表です。元下間、

下下間における「対策の実施分担」や「費用負担」を明確にすることができます。必ず作成し、安全対策

の分担チェックや安全衛生経費の適切な支払いにつなげましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全衛生経費を内訳明示した見積書（型枠） 

安全衛生対策を適切に実施するための「安全衛生経費」を、下請から元請に提出する見積書に内訳として

明示したものです。各専門工事業団体が工種の特性等を踏まえた見積書を作成しています。 
 
 

  

 

 

詳しくは 国交省HPを 

ご覧下さい。 

 

詳しくは 国交省HPを 

ご覧下さい。 

チェック欄に○を付けて、安全対策

に係る注文者と下請の役割 

（実施分担・費用負担）を明確化 
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関係請負人においても同様の対応が必要です 

建設業法上の「元請負人」とは、建設工事の下請契約における注文者（建設業者）、「下請負人」とは、建設

工事の下請契約における請負人のことです。いわゆる「一次下請」や「二次下請」等の場合であっても、建設

工事の下請契約の注文者となる場合は、同様の対応が必要です。 

 
 

通 称 
     

建設業法上で

の呼称 

     

     

     

     

 
    

国土交通省の取り組み 

国土交通省では、建設工事における安全衛生経費の適切な支払いのための実効性

のある施策として、安全衛生対策の認識の齟齬の解消や安全衛生意識の共有を図る

ため、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな形）」及び「安全衛生経費を内訳として明

示するための標準見積書の作成手順」を作成し、各専門工事業団体に作成・活用を依

頼しています。 

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する国土交通省の取組は、下記

のHPをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html 

 

 

 

 

 
 

注文者となる場合は、 
下請も元請と同様の 
対応が必要です 

注
文
者
と
な
る
場
合
は
、
下
請
も
元
請
と
同
様
の
対
応
が
必
要
で
す 

 

発注者 元請業者 一次下請業者 二次下請業者 

 

三次下請業者 

 

発注者 

注文者 

注文者 

下請負人 

下請負人 

注文者 下請負人 

◆ お問い合わせ先 ◆ 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設振興課 専門工事業・建設関連業振興室 

電話番号 03(5253)8111（内線24813、24816） 

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 

電話番号 03(5253)1111（内線5486） 
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安全衛生経費の理解のお願い 

 

 

公共工事の発注者として 

｢安全衛生経費｣の確保を！ 
 

●公共工事の発注において、工事の品質や納期だけでなく、現

場で働く人々の安全確保も非常に重要です。特に地方公共団

体として、地域社会の安全を守る責任があり、「安全衛生経

費」の適正な確保に向けた取組が必要です。 

 

労働災害の現状と発注者の役割 

建設業界では、墜落や転落、重機による災害・事故が頻発してお

り、厚生労働省の統計では、2023年には建設業での死亡事故が

２２３件となっています※１。これは全産業の中でも特に高い割合で

あり、国では「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措

置に関する指針（令和６年 12月 13日閣議決定）」等※２において、発注

者にも安全衛生経費の適正な確保を求めています。 
 

※1 出典：厚生労働省「令和５年労働災害発生状況」 

※2 品確法基本方針（R6.12.13 閣議決定）や建設業法令遵守ガイドラインでも、発注者に適切な取組を

求めています。 

 

安全衛生経費とは？ 

安全衛生経費とは、建設現場での労働災害を防ぐために必要な費用を指します。以下のような

項目が安全衛生経費に含まれます。 

これらの費用を適切に確保しない場合、現場での災害・事故リスクが高まり、工事の遅延や追

加費用の発生につながる可能性があります。発注者として、安全衛生経費の適正な確保を行い、

労働者の命を守る重要な責任があります。 
  
• 仮設設備の費用 
（足場や転落防止ネットの設置） 
 

• 保護具の費用 
①保護帽  
②墜落制止用器具（銅ベルト型）  
③墜落制止用器具（フルハーネス型）  
④保護眼鏡 
⑤保護手袋 
⑥安全靴  
⑦安全チョッキ  
⑧防塵・防毒マスク  
⑨防塵フィルター  
⑩耳栓 
 
 
 
 

• 労働者への安全衛生教育費用 
①雇い入れ時教育  
②送り出し教育の受講  
③新規入場者教育の受講  
④安全衛生協議会・職長会への参加  
⑤災害防止協議会・安全パトロールへの参加  
⑥朝礼・KY 活動・一斉清掃等 
⑦職長・安全衛生責任者教育  
⑧足場組立て等特別教育  
⑨フルハーネス型墜落制止用器具特別教育  
⑩酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育  
⑪高所作業車運転特別教育（作業床の高さ 

10m 未満）  
⑫職長等再教育及び安全衛生責任者教育  
⑬フォークリフト運転技能講習  
⑭玉掛け技能講習 

   

建設業 223人

29.5%

製造業 138人

18.3%
陸上貨物運送事業

110人 14.6%

第三次産業

209人

27.7%

その他 75人

9.9%

全産業

755人

公共発注者の皆様へ 

【業種別死亡災害発生状況(2023 年)】 

一人親方等を
含めると年間
300 人以上が亡
くなっています。 

-14-

aizawats
フリーテキスト
別紙２－４



 

 

 

安全衛生経費の理解のお願い 

 

安全衛生経費を含めた適正な予定価格の設定 

「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の中で、予定価格を設

定する際に、安全衛生経費など実際の施工に要する通常妥当な経費を適切に積算する重要性が

示されています。安全対策を徹底するためにも、適正な予定価格の設定をお願いします。 

 

安全衛生経費を確保する必要性 
 
工事の安全性向上 適切な安全対策が講じられ、労働災害のリスクを大幅に減らすことがで

きます。 

工事の品質向上 安全が確保された現場では、作業の中断がなく、高品質な構造物を造る

ことができます。 

地域住民への信頼 安全な現場を提供することで、地域社会からの信頼を高めることができ

ます。 

法令遵守の徹底 入契法適正化指針等に基づく地方公共団体としての責任を果たすことが

できます。 
 

公共発注者に求められる役割 

現場での適正な運用の徹底に向けて、公共発注者としても、以下の点に注意して推進を図るこ

とが大切です。 
 

安全衛生経費の適切な積算  予定価格を設定する際は、安全衛生対策が実施できるようにする

ため、安全衛生経費を適切に積算しましょう。低価格入札の場合は、

安全衛生経費が確保できているか確認をお願いします。 
 

確認表・標準見積書の推奨  発注先の元請に対し、下請との契約で「安全衛生対策項目の確認表」と

「安全衛生経費を内訳明示した見積書」を活用するよう推奨しましょう。 
 

安全衛生経費の周知    地域の建設事業者に対し、安全衛生経費の重要性について広く周

知し、工事関係者の意識向上を図りましょう。 
 

詳細は以下ホームページでご覧下さい 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設振興課 専門工事業・建設関連業振興室 

電話番号 03(5253)8111（内線 24813、24816） 

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 

電話番号 03(5253)1111（内線 5486） 

お問合せ先 
電話番号 03(5253)1111（内線 5486） 

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 建設業適正取引推進指導室 

電話番号 03(5253)8111（内線 24715、24718） 
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群 労 発 基 1128 第 １ 号  

国関整建一産第 5589 号  

令 和 ７ 年 1 1 月 2 8 日  

 

 

 民間発注者の長 殿 

 

 

群 馬 労 働 局 長 

関 東 地 方 整 備 局 長 

         （ 公 印 省 略 ） 

 

 

建設業の働き方改革等の実現に向けた取組の実施について（協力依頼） 

 

日頃より、労働行政及び建設業行政の運営について、格別の御理解と御協力を

賜り、厚く御礼申し上げます。  

 さて、令和６年４月から、建設業にも時間外労働の上限規制（以下「上限規制」

という。）の適用が開始されました。さらに、建設業がインフラ整備の担い手・

地域の守り手としての役割を果たし続けられるよう、担い手確保・生産性向上・

地域における対応力強化を目的に、令和６年の通常国会において、いわゆる第三

次担い手３法が成立したところです。 

 これまでの働き方改革の取組によって、建設業の労働時間は減少しています

が、なお高水準であり、全産業に比べると未だ長い状況です。また、建設業では

就業者の高齢化も進み、将来の担い手確保も懸念されており、働き方改革の推進

や処遇の改善が必要不可欠です。 

 こうした実態を踏まえ、群馬労働局と関東地方整備局では、適正な工期設定な

ど、建設業で働く方の労働環境の改善に向けた取組への御協力を呼びかけてお

り、今後も別添の各種リーフレット及び啓発動画「はたらきかたススメ ver２

（建設業編）」（別紙１）により周知広報を行ってまいります。 

  つきましては、貴職におかれましても、適正な工期の確保、建設業で働く方の

処遇改善に向けて、下記の点につき、引き続き御理解と御協力をいただきますよ

うお願いいたします。  

 併せて、各構成員の皆様に対しても、リーフレット及び啓発動画を周知いただ

き、下記の点について御理解と御協力を得られるよう、お力添えをお願いいたし

ます。  
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記 

 

 １ 建設労働者の長時間労働の改善について 

建設労働者の長時間労働改善に向け、令和６年３月 27 日に改定された「工

期に関する基準」に基づき、週休２日を確保し、受注者及び関係請負人が上

限規制を遵守できる工期の設定に御協力をお願いいたします。 

「工期に関する基準」においては、工期を設定する段階において、猛暑・

大雪等の自然条件や休日・法定外労働時間などの工期全般にわたって考慮す

べき事項や、技能者や重機のオペレーターの現場への移動時間も労働時間に

該当し得ることなど、工程別・分野別に考慮すべき事項が明記されておりま

す。これらの基準は変更契約においても考慮する必要があります。（別紙２

－１） 

つきましては、受発注者間において関係法令及び「工期に関する基準」を

踏まえた協議のもとで、適正な工期設定を行うようお願いいたします。 

 

２ 建設労働者の賃上げについて 

  群馬県では、令和８年３月１日から地域別最低賃金が 1,063 円に改定され

ますが（別紙１）、建設業の将来の担い手確保には、長時間労働の改善とと

もに、建設労働者、特に技能労働者の処遇改善に向けた更なる賃上げが必要

であり、また、受発注者間での適正な価格転嫁が進むことで、建設事業者間

（元請下請間）での価格転嫁につながり、それが建設労働者の賃上げの原資

となることから、受発注者間で価格転嫁を進めていくことが必要です。 

今般の建設業法改正により、適正に価格転嫁が行われるよう、資材高騰に

伴う請負代金等の「変更方法」が契約書の法定記載事項とされ、受注者は契

約前に、資材高騰につながるような「おそれ情報」を可能な範囲で事前に通

知することが義務化され、その通知を受けた発注者は、資材高騰が顕在化し

た場合、協議に応じるよう努めることとされました。また、事前通知がされ

なかった場合であっても、受注者は契約上の変更方法に基づき、協議の申出

を行うことが可能となります（別紙２－２）。    

つきましては、今般の法改正の主旨を踏まえ、適正な請負代金の設定及び

受発注者間における適正な価格転嫁に努めていただくとともに、受注者から

協議の申出がされた場合は、誠実に御対応いただきますようお願いいたしま

す。 

 

３ 建設労働者の労働災害防止について 

昨年度の当局管内における労働災害による死亡者数は、建設業が最も多い 

業種の１つであったため、引き続き労働災害の防止の徹底が求められていま
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す。 

労働安全衛生法第３条第３項の規定では、仕事を他人に請け負わせる者は、

施工方法、工期等 （請負金の費目等を含む）について、安全で衛生的な作業

の遂行を損なうおそれのある条件を付さないよう配慮しなければならない

こととされています。また、「工期に関する基準」においても、建設工事に

当たっては、労働安全衛生法等を遵守し、労働者の安全を確保するための十

分な工期を設定することで施工の安全性を確保することが必要であり、受発

注者間における契約の締結に当たっては、安全及び健康の確保に必要な期間

や経費が適切に確保されることが必要であるとされています。 

そのため、契約締結に際しては受注者からの見積書に基づきながら、請負

代金に安全衛生経費として必要な金額の設定や、工期に、労働安全衛生法等

で定める基準等を遵守した安全衛生設備等の準備に必要な期間や、猛暑 ・大

雪等の自然条件における不稼働を考慮した期間の確保がなされるよう御協

力をお願いいたします。 

なお、安全衛生経費については、各専門工事業団体に対して、令和５年８

月に「安全衛生対策項目の確認表」の作成、令和６年３月に安全衛生経費を

内訳として明示するための「標準見積書」の作成を依頼しているところです。 

これらを踏まえ、安全衛生経費の適切な支払いに取り組んでいただくよう

お願いいたします。（別紙２－３、２－４、２－５） 
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別紙１ 

 

 

              

 https://hatarakikatasusume.mhlw.go.jp/construction_company.html 

 

 

 

 

 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.htm l 

 

 

 

 

 

 

     

    https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/ 

１ ポータルサイト「はたらきかたススメ」 

２  最 低 賃 金 の 改 定 に つ い て 

参考 NEXT WORK STYLE 働き方改革 

動画「はたらきかたススメ「建設業編」 
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「 工 期 に 関 す る 基 準 」 を 踏 ま え た
適 正 な 工 期 設 定 が 必 要 で す

1

労働基準法や建設業法などの法令遵守の徹底をお願いします

適 正 な 工 期 設 定 は な ぜ 必 要 ？

建設工事を発注する皆様へ

解説動画の掲載先ＱＲコード

「 工 期 に 関 す る 基 準 」 を 解 説 し た ガ イ ド ブ ッ ク

※ 関東地方整備局のHPに掲載されています。

ガイドブックでは
「工期に関する基準」等を
受注者や発注者の皆様へ

わかりやすく解説しています。

国 ⺠ ⽣ 活 の 基 盤 と な る イ ン フ ラ 整 備 や 災 害 発 ⽣ 時 に は 復 旧 ・ 復 興 を 担 う
建 設 業 界 が 、 「 地 域 の 守 り 手 」 と し て 将 来 に わ た っ て 国 ⺠ の 皆 様 の 安
心 ・ 安 全 を 守 り 続 け ら れ る 持 続 可 能 な 産 業 と な る た め 必 要 な 取 組 で す

建 設 業 で 働 く 方 々 の 健 康 や 安 全 の 確 保 と 処 遇 改 善１

建 設 業 界 の 働 き 方 改 革 と 新 た な 担 い 手 を 確 保

持 続 的 な イ ン フ ラ 整 備 や 災 害 対 応 の 環 境 整 備 が 実 現

２

適正工期確保ガイドブック

国土交通省関東地方整備局 茨城県、栃木県、群馬県、
埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、⼭梨県、⻑野県 建設業許可部局

関東地方整備局管内
建設業許可部局

R7.6

工期に関する基準とは
適正な工期を設定するため、建設工事の発注者と受注者の

それぞれの責務や考慮すべき事項を定めたものです。
考慮すべき事項の例

降雨・降雪日や台風、猛暑日などの自然要因、週休２日の
確保など休日や労働時間など工期に影響を与える要素 等

別紙２−１
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工事契約の締結の際は
「工期に関する基準」の内容確認を！

2

第１項 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著
しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。

第２項 建設業者は、その請け負う建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して
著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。（※）

建設業法 第十九条の五（著しく短い工期の禁止）

契約当事者の双方が著しく短い工期とならないよう、見積段階から工期に関する
基準を踏まえた工期設定となっているか、チェックリストで確認しましょう！

※ 第２項は、2024年6月の建設業法改正により追加。（2025年12月までに施行予定）

特に“時間外労働規制の遵守や週休２日の確保” や“猛暑日などの不稼働日”は
建設業で働く方々の健康や⽣命を守るためにも考慮した工期設定が必要です

R7.６

★ このチェックリストは「適正工期確保ガイドブック」に掲載されています。

参考：猛暑日について

5.50 4.88 

8.75 

4.38 

7.13 

0.00 
2.00 
4.00 
6.00 
8.00 

10.00 

2020 2021 2022 2023 2024

猛
暑
日
数
（
平
均
）

猛暑日日数

過去5年間における群馬県（前橋地点）の猛暑日（WBGT31以上）の推移

出展：一般財団法人建設物価調査会「工期設定のための猛暑日日数確認サイト」
を元に関東地方整備局にて作成

※WBGTとは
熱中症を予防することを目的とした指標

出展：環境省ホームページ「熱中症予防情報サイト」
を元に関東地方整備局が要約抜粋

日常生活における熱中症予防指針（日本生
気象学会）では、WBGT31以上は「危険」と
されて、外出はなるべく避け、涼しい室内に
移動するという注意事項となっています。

また、スポーツ活動中の熱中症予防ガイド
ブック（公益財団法人日本スポーツ協会）で
は、WBGT31以上は特別の場合以外は運動を
中止するとされています。
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建設工事の取引当事者の皆様へ

建設工事の契約前後の
ルールが変わります︕

契約書に「契約の変更⽅法」に関する条項を明記する必要
があります。

契約の変更⽅法を明確化

R6.12 1裏⾯へ

【３つの新ルール】

資材⾼騰や労務の供給不⾜等の影響で、
価格や工期の変更が必要になるかも･･･

契約書の作成は「建設工事標準請負契約約款」を
活⽤しましょう︕

建設業法の改正に伴い

（建設業法 第19条）

新ルール
①

国⼟交通省ＨＰ

契約 前

契約書（例）
第○条 請負代⾦の変更⽅法
・ 材料価格に著しい変動を⽣じたときは、

受注者は、請負代⾦額の変更を請求できる。
・ 変更額は、協議して定める。

協議に当たっては、工事に係る価格等の
変更の内容その他の事情を考慮する。

変更条項の削除は
法律違反︕

-22-
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建設工事の取引当事者の皆様へ

“おそれ情報”の通知義務

誠実な協議に努める義務

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を
踏まえた協議を⾏いましょう︕ 公正取引委員会ＨＰ

R6.12 2

受注者は資材高騰等に伴う価格や⼯期の変更などのリスクに
関する“おそれ情報”を注文者へ通知する必要があります。

資材高騰等が顕在化した際、受注者は変更協議の申し出ができ、
注文者は誠実に協議に応じる努⼒義務(※)があります。※ 公共発注者は義務

契約

（建設業法 第20条の2第3項及び第4項）

（建設業法 第20条の2第2項）

新ルール
②

新ルール
③

運⽤の詳細は、建設業法令遵守ガイドライン
を参照ください 国⼟交通省ＨＰ

おそれ情報の客観的な裏付け資料おそれ情報の客観的な裏付け資料

誠実協議の努⼒義務に反する⾏為誠実協議の努⼒義務に反する⾏為

・メディア記事や資材業者の記者発表
・公的主体や業界団体などの統計資料 など

・協議の開始を正当な理由なく拒絶する
・主張を⼀⽅的に否定した協議打ち切り など

契約

おそれ情報の事前通知をしなかった事象が契約締結後に⽣じた場合は︖

注文者は通知していた場合に準じて、誠実に対応する必要があります。

前

後

みんなで目指そう︕新たな商習慣の定着︕-23-



 

 

 

 

 

 
 

 

●建設業における労働災害の発生状況は、長期的に減少傾向にあるものの、墜落災害をはじめ

として、2023年には年間223件の死亡災害が発生しております。また、一人親方等の死亡

災害は年間８０件となっています※。 

※ 出典：厚生労働省「令和５年労働災害発生状況」「令和５年建設業の一人親方等の死亡災害発生状況」 
 

●労働安全衛生法は元請負人及び下請負人に労働災害防止対策を義務づけており、それに要

する経費は元請負人及び下請負人が負担しなければならない安全管理に必要な費用です。 

建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるもので、建設工事

請負契約はこの経費を含む金額で締結することが必要です。 
   
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

安全な建設工事のために 

適切な安全衛生経費の確保が必要です 
 

建設業における死亡災害は、全産業の

約３割を占めています 

安全衛生経費は必要経費です。受け取

れない場合は法律に違反するおそれが

あります。 

業種別死亡災害発生状況 

注文者に対する「安全衛生経費を内訳明示した見積書」の提出状況 

出典：国土交通省「社会保険

の加入及び賃金の状況等に

関する調査」（2024年） 

出典：厚生労働省「令和５年労

働災害発生状況」（2024年） 

23.7%

18.6%

46.8%

48.6%

29.1%

31.5%

0.3%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

公共工事

民間工事

提出した 提出しなかった わからない その他

提出した企業のうち、公共工事では82.1%、民間工事では

78.0%の企業が、見積り額の100％以上の安全衛生経費を

実際に受け取ることが出来ています。 

建設業 223人

29.5%

製造業 138人

18.3%
陸上貨物運送事業

110人 14.6%

第三次産業

209人

27.7%

その他 75人

9.9%

全産業

755人

 
一人親方等を含める

と年間300人以上が 

亡くなっています。 
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労働災害防止対策の実施者及び経費負担者の明確化の流れ 

建設工事請負契約を締結する際は、次のような流れで、労働災害防止対策の実施者とその経費の負担者

を明確化する必要があります。 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の場合、建設業法に違反するおそれがあります 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

元請負人は、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者及びその経費の負担者の区分を明確化

し、下請負人が自ら実施する労働災害防止対策を把握でき、かつ、その経費を適正に見積もることができ

るようにしなければなりません。 

 

（１）元請負人による見積条件の提示 

 

下請負人は、元請負人から提示された見積条件をもとに、自らが負担することとなる労働災害防止対

策に要する経費を適正に見積った上、元請負人に提出する見積書に明示する必要があります。 

（２）下請負人による労働災害防止対策に要する経費の明示 

 

元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働災害

防止対策に要する経費」が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第18条を踏まえ、対等な立場で契

約交渉をしなければなりません。 

（３）契約交渉 

元請負人と下請負人は、契約締結の書面化に際して、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の

実施者及びその経費の負担者の区分を明確化するとともに、下請負人が負担しなければならない労働災

害防止対策に要する経費は、施工上必要な経費と切り離し難いものを除き、契約書面の内訳書などに明

示することが必要です。 

（４）契約書面における明確化 

元請負人が、あらかじめ契約書面において、下請負人の負

担であることを明示していないにもかかわらず、一方的に提供・

貸与した保護具などの労働災害防止対策の費用を下請代金の支

払時に差し引く行為 

 

建設業法第19条に違反 

元請負人が、労働災害防止対策に要する費用を差し引くな

どにより、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金

額となる場合 

当該元請下請間の取引依存度等によっ

ては、建設業法第19条の３の不当に低

い請負代金の禁止に違反するおそれ 

CASE01 

CASE02 

 

元請負人が、下請負人(一人親方含む)と請負契約を締結す

る際、口頭のみで契約した場合や、法定の必要記載事項を満たさ

ない契約書面を交付した場合 

CASE03  

建設業法第19条第１項に違反 
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安全衛生対策項目の確認表と標準見積書のご紹介 
 

元下間における適切な安全衛生経費の確保を図るため、国土交通省と業界団体が連携して各種ツール

を作成しています。 
 

安全衛生対策項目の確認表（参考ひな型） 

労働安全衛生法等に基づき、建設工事に必要な「安全衛生対策項目」をまとめた表です。元下間、

下下間における「対策の実施分担」や「費用負担」を明確にすることができます。必ず作成し、安全対策

の分担チェックや安全衛生経費の適切な支払いにつなげましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全衛生経費を内訳明示した見積書（型枠） 

安全衛生対策を適切に実施するための「安全衛生経費」を、下請から元請に提出する見積書に内訳として

明示したものです。各専門工事業団体が工種の特性等を踏まえた見積書を作成しています。 
 
 

  

 

 

詳しくは 国交省HPを 

ご覧下さい。 

 

詳しくは 国交省HPを 

ご覧下さい。 

チェック欄に○を付けて、安全対策

に係る注文者と下請の役割 

（実施分担・費用負担）を明確化 
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関係請負人においても同様の対応が必要です 

建設業法上の「元請負人」とは、建設工事の下請契約における注文者（建設業者）、「下請負人」とは、建設

工事の下請契約における請負人のことです。いわゆる「一次下請」や「二次下請」等の場合であっても、建設

工事の下請契約の注文者となる場合は、同様の対応が必要です。 

 
 

通 称 
     

建設業法上で

の呼称 

     

     

     

     

 
    

国土交通省の取り組み 

国土交通省では、建設工事における安全衛生経費の適切な支払いのための実効性

のある施策として、安全衛生対策の認識の齟齬の解消や安全衛生意識の共有を図る

ため、「安全衛生対策項目の確認表（参考ひな形）」及び「安全衛生経費を内訳として明

示するための標準見積書の作成手順」を作成し、各専門工事業団体に作成・活用を依

頼しています。 

建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する国土交通省の取組は、下記

のHPをご覧ください。 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html 

 

 

 

 

 
 

注文者となる場合は、 
下請も元請と同様の 
対応が必要です 

注
文
者
と
な
る
場
合
は
、
下
請
も
元
請
と
同
様
の
対
応
が
必
要
で
す 

 

発注者 元請業者 一次下請業者 二次下請業者 

 

三次下請業者 

 

発注者 

注文者 

注文者 

下請負人 

下請負人 

注文者 下請負人 

◆ お問い合わせ先 ◆ 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設振興課 専門工事業・建設関連業振興室 

電話番号 03(5253)8111（内線24813、24816） 

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 

電話番号 03(5253)1111（内線5486） 
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安全衛生経費の理解のお願い 

 

 

民間工事の発注者として 

｢安全衛生経費｣の確保を！ 
 

●大規模施設や再開発工事を発注する際、施工のスムーズな進

行や高品質な構造物だけでなく、現場で働く作業員の安全を

確保することが重要です。安全な施工環境の確立には、「安全

衛生経費」の適正な計上が欠かせません。 

 

労働災害の現状と発注者の役割 

建設業界では、墜落や転落、重機による災害・事故が頻発して

おり、厚生労働省の統計では、2023年には建設業での死亡事故

が２２３件となっています※。これは全産業の中でも特に高い割合

であり、国では「建設業法令遵守ガイドライン」を策定し、発注者に

も安全衛生経費の適正な確保を求める指針を示しています。 
 

※ 出典：厚生労働省「令和５年労働災害発生状況」 

 
 

安全衛生経費とは？ 

安全衛生経費とは、建設現場での労働災害を防ぐために必要な費用を指します。以下のような

項目が安全衛生経費に含まれます。 

これらの費用を適切に確保しない場合、現場での災害・事故リスクが高まり、工事の遅延や追

加費用の発生につながる可能性があります。発注者として、安全衛生経費の適正な確保を行い、

労働者の命を守る重要な責任があります。 
  
• 仮設設備の費用 

（足場や転落防止ネットの設置） 
 

• 保護具の費用 

①保護帽  

②墜落制止用器具（銅ベルト型）  

③墜落制止用器具（フルハーネス型）  

④保護眼鏡  

⑤保護手袋 

⑥安全靴  

⑦安全チョッキ  

⑧防塵・防毒マスク  

⑨フィルター  

⑩耳栓 

 
 

• 労働者への安全衛生教育費用 

①雇い入れ時教育  

②送り出し教育の受講  

③新規入場者教育の受講  

④安全衛生協議会・職長会への参加  

⑤災害防止協議会・安全パトロールへの参加  

⑥朝礼・KY 活動・一斉清掃等 

⑦職長・安全衛生責任者教育  

⑧足場組立て等特別教育  

⑨フルハーネス型墜落制止用器具特別教育  

⑩酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育  

⑪高所作業車運転特別教育（作業床の高さ 

10m 未満）  

⑫職長等再教育及び安全衛生責任者教育  

⑬フォークリフト運転技能講習  

⑭玉掛け技能講習 
   

建設業 223人

29.5%

製造業 138人

18.3%
陸上貨物運送事業

110人 14.6%

第三次産業

209人

27.7%

その他 75人

9.9%

全産業

755人

民間発注者の皆様へ 

【業種別死亡災害発生状況(2023 年)】 

一人親方等を
含めると年間
300 人以上が亡
くなっています。 
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安全衛生経費の理解のお願い 

 

請負代金への安全衛生経費の適切な反映 

安全衛生経費は、建設業法第 19条の３に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれる

重要なものです。また、労働安全衛生法第３条３項では、発注者の責務として「安全で衛生的な作

業のため配慮しなければならないこと」を規定しており、具体的には、工費の積算において安全衛

生を確保するために十分必要な経費を見込むこと等が考えられます。 

発注者の皆さまは、請負代金への安全衛生経費の適切な反映をお願いします。 

 

安全衛生経費を確保する必要性 
 
工事の安全性向上 十分な安全対策が講じられ、作業員の安心感が高まります。 

企業の信頼性向上 発注者としての社会的責任を果たし、信頼性とブランド価値の向上につながります。 

工事の品質向上 安全な環境下では、工事の進行がスムーズで品質も安定します。 

コンプライアンス徹底 「建設業法」や「労働安全衛生法」に則り、法令遵守を徹底した施工が行

われます。 
 

民間発注者としての安全推進のポイント 

現場での適正な運用の徹底に向けて、以下の取り組みを推進してください。 
 

安全衛生経費の適切な反映  安全衛生対策が実施できるようにするため、請負代金に安全衛生

経費が適切に反映されているか確認しましょう。 

発注契約時の説明強化  契約時、元請に安全衛生経費の重要性を説明し、元下間で「確認

表」や「標準見積書」が作成されるよう促すとともに、下請まで確実に

経費が支払われるよう理解を共有しましょう。 

施工条件の変化への対応   途中で施工条件が変化した場合には、工期や経費についても適確

に契約変更し、安全衛生対策に支障が出ないようにしましょう。 

「安全を守る投資」を通じて、持続可能で信頼されるプロジェクト実施に向けたご協力をお願い

いたします。 
 
 

詳細は以下ホームページでご覧下さい 

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 不動産・建設経済局 建設振興課 専門工事業・建設関連業振興室 

電話番号 03(5253)8111（内線 24813、24816） 

厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 安全課 建設安全対策室 

電話番号 03(5253)1111（内線 5486） 

お問合せ先 
電話番号 03(5253)1111（内線 5486） 

国土交通省 土地・建設産業局 建設業課 建設業適正取引推進指導室 

電話番号 03(5253)8111（内線 24715、24718） 
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安全衛生経費の理解のお願い 

 

安全な家づくりのため、工事見積の 

｢安全衛生経費｣は大切な費用です！ 
 

●新築やリフォームをはじめとする建設工事では、ヘルメットの着用や足場の設置な

ど、労働災害防止対策を講じることが法律で義務付けられています。これらを適切

に実施するために、工事見積に「安全衛生経費」が含まれていることが重要です。 

 

現場での災害・事故リスクを知ろう 

建設現場は、転落や重機による災害・事故が発生しやすい環境です。2023年には 223件の

死亡災害が発生し、全産業の約 30％を占めています※。 
 

※ 出典：厚生労働省「令和５年労働災害発生状況」 
   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

安全衛生経費とは何か？その必要性やメリットを理解しよう 

安全衛生経費とは、建設現場での災害・事故を未然に防ぐために必要な費用です。次のような労

働災害防止対策の適切な実施は、法律上で義務付けられています。 

保護具の購入費用 ヘルメット、安全靴、安全帯など 

仮設設備の設置費 足場や転落防止ネットの設置 

安全教育の実施費用 作業者への安全講習など 
  

安全衛生経費を確保することで、発注者には次のようなメリットがあります。 

安全性の確保  災害・事故のリスクを減らし、作業が安全に進められます。 

工事の品質向上 安全対策がしっかりと講じられた現場では、作業効率が上がり、工事

の品質も向上します。 
 

安全衛生経費の確保にご協力をお願いします 

安全な工事を行うため必要不可欠な安全衛生経費ですが、コスト削減のために十分確保されな

いケースが少なくありません。業者を選定する際には、しっかりと安全衛生経費を計上している業者

をお選び頂くようお願いします。 

新築や改修を考えている皆様へ 

建設業の３大死亡災害 

   

第１位 

機械・クレーン災害 

第２位 

倒壊・崩壊災害 

第３位 

墜落・転落災害 
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関東地方整備局

建設工事の発注者向け協力依頼

群馬労働局と関東地方整備局が合同で実施
（令和７年11月28日 群馬労働局プレスリリース）

建設工事を発注する皆様へ

① 長時間労働の改善

 「工期に関する基準」に基づき、週休２日を確保し、受注者及び関係

請負人が上限規制を遵守できるような適正な工期の設定。

② 賃上げ

令和８年３月１日から群馬県最低賃金は1,063円に改定されるが、建

設業の将来の担い手確保には、建設労働者の処遇改善に向けた更なる賃

上げが必要。建設業法の改正趣旨を踏まえ、適正な請負代金の設定及び

受発注者間における適正な価格転嫁を促進。

③ 労働災害防止

労働安全衛生法や「工期に関する基準」を踏まえ、安全衛生経費とし

て必要な金額を請負代金に設定・適切な支払い。

建設業の労働時間は減少しているが、なお高水準であり全産業に比べる

と未だ長い状況。建設業では就業者の高齢化も進み、将来の担い手確保が

課題。

建設業で働く方の働き方改革と処遇改善には、発注者の皆様のご理解・

ご協力が不可欠。

趣旨・目的

協力依頼事項
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